
SEPTEMBER 2010 市政 64市政 SEPTEMBER 201065

7月27日〜8月24日

「
総
務
大
臣
・
地
方
六
団
体
会
合
」に
森
会
長
が
出
席

　

８
月
４
日
、「
総
務
大
臣
・
地
方
六
団
体
会
合
」が
総
務

省
で
開
催
さ
れ
、
森
会
長
を
は
じ
め
地
方
六
団
体
の
各
代

表
が
出
席
し
た
。

  

会
合
で
は
、
原
口
総
務
大
臣
、
渡
辺
副
大
臣
、
内
藤
副

大
臣
、
小
川
大
臣
政
務
官
、
階
大
臣
政
務
官
及
び
逢
坂
内

閣
総
理
大
臣
補
佐
官
と
地
方
六
団
体
の
各
代
表
と
が
、
当

面
の
地
方
財
政
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。

  

森
会
長
か
ら
は
、
国
会
情
勢
や
政
府
の
平
成
23
年
度
予

算
概
算
要
求
の
時
期
で
あ
る
こ
と
等
を
踏
ま
え
、
①
地
域

主
権
改
革
三
法
案
の
早
期
成
立
、
②
地
方
交
付
税
の
総
額

確
保
、
③
一
括
交
付
金
、
④
地
方
税
源
の
充
実
強
化
、
⑤

子
ど
も
手
当
、
⑥
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、
発

言
し
た
。

  

具
体
的
に
は
、
都
市
の
立
場
か
ら
、
地
方
交
付
税
の
復

元
・
増
額
と
法
定
率
の
引
上
げ
に
よ
り
総
額
を
確
保
す
る

こ
と
、
一
括
交
付
金
や
子
ど
も
手
当
等
の
新
た
な
制
度
設

計
に
当
た
っ
て
は
地
方
と
十
分
協
議
す
る
こ
と
、
ゴ
ル
フ

場
利
用
税
の
現
行
制
度
を
堅
持
す
る
こ
と
、
ま
た
、
一
割

減
額
を
求
め
る
概
算
要
求
組
替
え
基
準
が
設
定
さ
れ
て
い

る
中
、
基
地
交
付
金
・
調
整
交
付
金
に
つ
い
て
は
他
の
行

政
施
策
と
同
列
視
す
る
こ
と
な
く
絶
対
に
減
額
し
な
い
こ

と
、
さ
ら
に
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
は
、
運

営
主
体
を
元
の
市
町
村
単
位
に
戻
す
こ
と
な
く
、
医
療
保

険
制
度
の
一
本
化
に
向
け
て
都
道
府
県
を
保
険
者
に
す
る

な
ど
の
抜
本
改
革
等
に
つ
い
て
要
請
し
た
。

 

［
財
政
部
］

「
平
成
23
年
度
都
市
税
制
改
正
に
関
す
る
意
見
」を 

決
定
し
、 

全
国
会
議
員
及
び
総
務
省
等
に
提
出

　

８
月
17
日
に
、
都
市
税
制
調
査
委
員
会
を
開
催
し
、「
平

成
23
年
度
都
市
税
制
改
正
に
関
す
る
意
見
」を
決
定
し
た
。

　

同
意
見
は
、
去
る
７
月
13
日
に
、
都
市
税
制
調
査
委
員

会
名
に
お
い
て
、
現
時
点
で
の
提
言
と
し
て
と
り
ま
と
め

た
意
見
に
、
政
府
等
の
動
向
及
び
７
月
26
日
に
開
催
の
都

市
税
制
調
査
委
員
会
幹
事
会
・
全
国
都
市
税
務
協
議
会
常

任
幹
事
会
合
同
会
議
で
の
意
見
を
踏
ま
え
、
新
た
に
、「
固

定
資
産
税
の
代
替
的
性
格
を
有
す
る
基
地
交
付
金
・
調
整

交
付
金
の
十
分
な
予
算
額
の
確
保
」及
び「
法
人
市
民
税
の

中
間
納
付
額
の
還
付
に
係
る
還
付
加
算
金
の
廃
止
を
含
め

た
見
直
し
」
に
関
す
る
項
目
を
追
加
し
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
。

　

こ
の
他
、「
地
域
主
権
の
確
立
に
向
け
た
地
方
税
体
系

の
構
築
」（
国
・
地
方
の
税
源
配
分
の
当
面「
５
：
５
」の
実

現
と
偏
在
性
の
少
な
い
税
体
系
の
構
築
、
権
限
移
譲
に
伴

う
税
財
政
措
置
、
税
制
改
正
に
際
し
地
方
の
意
見
を
反
映

で
き
る
仕
組
み
の
構
築
）、「
環
境
関
連
税
制
の
導
入
及
び

自
動
車
関
係
諸
税
の
維
持
確
保
」、「
都
市
税
源
の
充
実
強

化
」（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
の
堅
持
、
航
空
機
燃
料
税
の
充
実

な
ど
）等
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
提
言
し
て
い
る
。

　

な
お
、
同
意
見
に
つ
い
て
は
、
８
月
20
日
に
、
全
国
会

議
員
及
び
総
務
省
等
に
提
出
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

［
財
政
部
］

「
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議（
第
９
回
）」に
、 

国
民
健
康
保
険
対
策
特
別
委
員
長
の 

岡
㟢
・
高
知
市
長
並
び
に 

全
国
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
協
議
会
長
の 

横
尾
・
多
久
市
長
が
出
席

　

８
月
20
日
、
厚
生
労
働
大
臣
の
下
に
新
た
に
設
置
さ
れ

た
「
高
齢
者
医
療
制
度
改
革
会
議
（
第
９
回
）」
が
開
催
さ

れ
、「
高
齢
者
の
た
め
の
新
た
な
医
療
制
度
に
つ
い
て（
中

間
と
り
ま
と
め
）〈
案
〉」（
以
下
、「
中
間
と
り
ま
と
め
案
」）

に
つ
い
て
審
議
。
本
会
を
代
表
し
て
国
民
健
康
保
険
対
策

特
別
委
員
長
の
岡
㟢
・
高
知
市
長
並
び
に
全
国
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合
協
議
会
を
代
表
し
て
同
協
議
会
長
の
横

尾
・
多
久
市
長
が
出
席
し
た
。

　

ま
ず
、
会
議
で
は
、
神
田
委
員（
愛
知
県
知
事
）提
出
の

意
見
書
に
つ
い
て
各
委
員
か
ら
意
見
が
述
べ
ら
れ
た
。
そ

の
後
、
中
間
取
り
ま
と
め
案
に
つ
い
て
審
議
が
行
わ
れ
、

岡
㟢
・
高
知
市
長
か
ら
は
、
①
国
保
を
持
続
可
能
な
制
度

と
す
る
た
め
に
は
、
広
域
化
は
避
け
ら
れ
ず
、
都
道
府
県

単
位
化
へ
の
道
筋
を
明
確
に
示
す
と
と
も
に
、
国
が
最
終

的
な
財
政
責
任
を
し
っ
か
り
と
負
う
こ
と
、
②
国
保
の
広

域
化
に
当
た
っ
て
は
、
安
定
的
な
財
政
運
営
の
仕
組
み
が

重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
に
、「
財
政
安
定
化
基
金
」の

財
源
構
成
や
期
間
設
定
等
、
具
体
的
な
制
度
設
計
に
つ
い

て
は
十
分
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
③
新
た
な
制
度

で
は
、
１
県
２
制
度
が
混
在
す
る
暫
定
的
で
わ
か
り
に
く

い
制
度
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
早
期
に
全
年
齢
を

対
象
と
し
た
都
道
府
県
化
を
図
る
」
べ
き
で
あ
り
、
そ
の

移
行
時
期
を
法
案
等
に
明
確
に
書
き
込
む
べ
き
で
あ
る
こ

と
、
④
世
帯
全
体
で
行
わ
れ
る
保
険
料
の
軽
減
判
定
に
つ

い
て
は
、
そ
の
軽
減
分
の
負
担
は
誰
が
負
う
の
か
、
ま
た
、

そ
の
補
て
ん
は
ど
う
す
る
の
か
明
確
に
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
、
⑤
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、
国
保
及
び
被
用
者
保
険

に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
公
費
を
５
割（
国
４
、
都
道
府
県
１
、

市
町
村
１
）
投
入
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
、
被
用
者
保
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険
者
側
に
地
方
負
担
が
投
入
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、

公
費
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
十
分
検
討
す
べ
き
で
あ
る
こ

と
等
に
つ
い
て
、
ま
た
、
横
尾
・
多
久
市
長
か
ら
は
、
①

被
用
者
保
険
に
移
る
被
扶
養
者
の
保
険
料
に
つ
い
て
は
、

公
聴
会
に
お
け
る
「
被
扶
養
者
で
あ
っ
て
も
保
険
料
を
負

担
す
べ
き
で
は
な
い
か
」と
の
意
見
を
踏
ま
え
、「
納
付
義

務
が
無
い
」
と
し
た
具
体
的
な
経
緯
に
つ
い
て
明
記
す
べ

き
で
あ
る
こ
と
、
②
新
た
な
制
度
へ
の
移
行
に
伴
う
周
知

に
つ
い
て
は
、
特
に
、
被
用
者
保
険
に
移
る
場
合
、
若
干

の
手
続
き
が
生
じ
る
こ
と
か
ら
、
法
制
化
を
含
め
徹
底
し

た
周
知
体
制
の
構
築
を
図
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
③
保
険

料
の
納
付
に
つ
い
て
は
、
世
帯
主
が
納
付
義
務
を
負
う
こ

と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
収
納
率
の
低
下
が
危
惧
さ
れ
る
。

よ
っ
て
、
若
人
と
高
齢
者
の
保
険
料
率
等
を
そ
れ
ぞ
れ
明

記
す
る
な
ど
、
現
状
把
握
や
収
納
対
策
も
行
え
る
よ
う
な

仕
組
み
を
取
り
入
れ
る
等
工
夫
が
必
要
で
は
な
い
か
、
④

「
高
齢
者
医
療
シ
ス
テ
ム
検
討
会
」に
つ
い
て
、
都
道
府
県

は
具
体
的
な
内
容
が
固
ま
っ
て
い
な
い
段
階
で
の
参
加
は

見
送
る
と
し
て
い
る
が
、
精
力
的
に
実
務
的
な
検
討
を
進

め
て
い
く
上
で
都
道
府
県
の
参
加
を
ぜ
ひ
と
も
期
待
し
て

い
る
等
、
発
言
さ
れ
た
。

  

な
お
、
審
議
の
結
果
、「
中
間
と
り
ま
と
め
案
」
は
基
本

的
に
了
承
さ
れ
た
が
、
今
後
、
年
末
の
「
最
終
取
り
ま
と

め
」
に
向
け
て
、
中
間
と
り
ま
と
め
後
に
残
さ
れ
る
概
ね

14
項
目
の
課
題
等
に
つ
い
て
、
引
き
続
き
具
体
的
な
議
論

を
進
め
て
い
く
こ
と
と
さ
れ
た
。
お
っ
て
、
文
案
の
修
正

に
つ
い
て
は
、
座
長
に
一
任
す
る
こ
と
と
し
た
。

 

［
社
会
文
教
部
］

「
民
主
党
総
務
部
門
会
議
」に
お
い
て
、 

地
方
六
団
体
代
表
等
が
意
見
陳
述

　

８
月
23
日
、「
民
主
党
総
務
部
門
会
議
」（
座
長
：
福
田

昭
夫
・
衆
議
院
議
員
）
が
衆
議
院
第
二
議
員
会
館
で
開
催

さ
れ
、
森
会
長
を
は
じ
め
地
方
六
団
体
等
の
各
代
表
が
出

席
し
た
。

　

会
議
で
は
、
平
成
23
年
度
政
府
予
算
概
算
要
求
に
つ
い

て
、
地
方
自
治
体
の
立
場
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
意
見
を
述
べ
、

出
席
議
員
と
意
見
交
換
を
行
っ
た
。

　

森
会
長
か
ら
は
、
①
地
方
財
源
の
充
実
と
地
方
交
付
税

の
総
額
確
保
、
②
一
括
交
付
金
の
総
額
確
保
、
③
地
方
税

源
の
充
実
強
化（
基
地
交
付
金
等
を
含
む
）、
④
子
ど
も
手

当
の
制
度
設
計
、
⑤
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
つ
い
て
、

発
言
し
た
。

　

ま
た
、
全
国
基
地
協
議
会
会
長
の
朝
長
・
佐
世
保
市
長

が
出
席
し
、
基
地
が
所
在
す
る
こ
と
に
よ

る
障
害
や
不
利
益
へ
の
対
応
は
、
基
地
関

係
市
町
村
の
負
担
の
み
で
な
く
、
広
く
国

民
全
体
の
負
担
を
も
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き

こ
と
等
か
ら
、
基
地
関
連
予
算
に
つ
い
て

は
、
他
の
一
般
行
政
施
策
と
同
列
視
せ

ず
、
平
成
23
年
度
基
地
交
付
金
・
調
整
交

付
金
に
つ
い
て
は
減
額
す
る
こ
と
な
く
所

要
額
を
確
保
す
る
よ
う
求
め
た
。

　

な
お
、
指
定
都
市
市
長
会
か
ら
は
会
長

の
矢
田
・
神
戸
市
長
が
出
席
し
、
指
定
都

市
の
立
場
か
ら
予
算
編
成
に
関
す
る
意
見

表
明
を
行
っ
た
。

 

［
財
政
部
・
社
会
文
教
部
］

#4

指定都市市長会会長の矢田・神戸市長（左）、全国基地協議会会長の朝長・佐世保市長（右）




